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公蓑社団法人

東山梨地区広域シルバー人材･センター

＝・』r＝
塞琴室 鈴木幹夫傑

露州市鎧会議長丸山 園
一

請願について（遅知）

令和3年8月16属付;ナで請頭がありました『『漬諮請求書等保存方式

（インボイス制度)」について、シルバー人材センター事案に及ぼす影響

が謹めて大きいことから、安定的な事業巡営が可龍となる適切な措置を

講じるための請願」についてば、令和3年苧州市議会9月定例会におい

て課表され、別緩のとおり意見誉として下記の礒閏に塁出し室したので

お莞ら管し室含‐

ニーワ

勇F
Gp－

衆議院讓長

参議院議長

内閣総碧大臣

勤務大臣

経済産業大臣



甲州鰯第96号

合和3年9月30屑

公釜社団塗ﾉ、

東山梨地区広域シルバー人材センター-

割至事長 斯木賑誰識

甲州市謹会議長丸山 国一

蓋頴について（濃知）

令和3年8月16日付けで請願がありました「｢滴搭訪求蒋等保存方式

（インボイス制度）」について、シルバ､一人材センター事簗に及ぼす影響

が橇めて大きいことから、安童的な事彙運営が可龍となる適切な雀置を

講じるための読頭、については、令和3年甲州市議会9月定例会におい

て謀涙され、別綴のとおり意見誉として下記の養震に提出し童したので

お知らせし宗ず．

記

衆議院議長

参議院議長

内閣総瑳大臣

財務大臣

経済産業大臣



「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」について、シルバー人材センター率業に

及ぼす影響が極めて大きいことから、安定的な事業運営が可能となる適切な措腫を講

じるための意見書

シルバー人材センター(以下、 「センター」という。 ）は、高年齢者等の安定等に関する法

律に基づき設立された公的団体であり、地域の日常生活に密着した就業機会を提供すること

などにより、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、ひい

ては地域社会の活性化、医療費や介謹用品の削減などに貢献している。

令和5年10月に消饗税において「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」が

導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員

はインボイスを発行することができないことから､センターは仕入税額控除が出来なくなり、

新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。しかし、公益法人であるセンターの運営は

収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はない。

人生100年時代を迎え、国をあげて生涯現役社会の実現が求められる中、報酬よりも社

会参加・健康維持に重きをおいた「いきがい就業」をしているセンターの会員に対して、形

式的に個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのまま適用することは、地域社

会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きがいを削ぎ、ひいては地域社会の活力

低下をもたらすものと懸念される。センターにとっては､新たな税負担はまさに運営上の死

活問題である。

消費税制度においては、小蔑模事業者への配慮として、年間課税売上高が1，000万円以

下の事業者ば消費税の納税義務が免除されているところであり、少額の収入しかないセンタ

ーの会員の手取額がさらに減少することなく、センターにおいて、安定的な事業運営が可能

となるよう適切な措置を談じられるよう強く要請します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年9月30日議決

甲州市議
今
二
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梨議会2第9－18号

令和3年9月17日

公益社団法人

東山梨地区広域シルバー人材センター

理事長鈴木幹夫 様

山梨市議会議長 矢崎和

請願の審査結果について（通知）

令和3年8月13日付けにて提出された請願につきましては、令和3年9月

山梨市議会定例会において審議した結果、 「採択」となりましたので通知いたし

ます。

記

｢適格請求書等保存方式（インボイス制度)」について、シル

バー人材センター事業に及ぼす影響が極めて大きいことか
ら、安定的な事業運営が可能となる適切な措置を識じるた

めの請願書

1請願の件名
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梨議会2第9－18号

令和3年9月1．7日

公益社団法人

東山梨地区広域シルバー人材センター

副理事長高木晴雄 様

山梨市議会議長 矢崎和

請願の審査結果について（通知）

令和3年8月13日付けにて提出された請願につきましては、令和3年9月

山梨市議会定例会において審議した結果、 「採択」となりましたので通知いたし

ます。

記

｢適格誌求書等保存方式（インボイス制度)」について、シル

バー人材センター事業に及ぼす影響が極めて大きいことか

ら、安定的な事業運営が可能となる適切な措置を講じるた

めの請願書

1請願の件名



山議案第4号

(インボイス制閲｣について、シルバー人材センター事業に及ぽ

す影鞠瓶めて大きいことから安定的な事業運営が可能となる適切な措置を講じるための
意見書鯛

シルバー人材センター似下、随ンター｣）は､高年齢者等の安定等に関する法律に基づ

き設立された公的団体であり､地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどによ
り、高齢者の社会参加を促進し､高齢者の生きがいの充実､健康の保持増進､ひいては地域
社会の活性化、医繍判溌用品の削減などに貢献している。
令和5年(2023年)10月に消費税において随鎌癖球雲等保存方式(いわゆるインボ
イス制閲」が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者である
センターの会員はインボイスを発行することができないことから､センターは仕入税額控除

が出来なくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。
しかし､公益法人であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源を

見い出すのは困難である。

人生100年時代を迎え､国をあげて生涯現役社会の実現が求められるな力、報酬よりも

社会参加･健康維持に重きをおいた「いきがい灘jをしているセンターの会員に対して、
形式的に個人事業者であることをもって､インボイス制度をそのまま適用することは､地域
社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気､生きがいを削ぎ､ひいては地域社会の活

力低下をもたらすと懸念される。

また、センターにとっては､新たな税負担はまさに運営上の死活問題である。

消費税制度においては､小…者への配慮として､年間課税売上高が1, 000万円

以下の事業者は消費税の鰄錨力挽除されているところであり､少額の収入しかないセン

ターの会員の手取額がさらに減少することなく、センターにおいて､安定的な蝋営が可

能となるよう適切な措置を講じられるよう強く要望する。

以上､地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年9月17日

注:この文書はⅣの譲会中継から起こしましたので､字句については多少の違いがある場

合がありますので、ご了承願います。


